
者
に
つ
い
て
行
う
。

■
秘
密
投
票

第�

八
条　

市
民
投
票
は
、
秘
密
投
票

と
す
る
。

■
一
人
一
票

第�

九
条　

投
票
は
、
一
人
一
票
と
す

る
。

■
投
票
所
に
お
い
て
の
投
票

第�

十
条　

投
票
資
格
者
は
、
投
票
日

に
自
ら
市
民
投
票
を
行
う
場
所
に

行
き
、
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
の
対

照
を
経
て
、
投
票
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

■
期
日
前
投
票
等

第�

十
一
条　

投
票
資
格
者
は
、
前
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
期
日
前

投
票
又
は
不
在
者
投
票
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

■
投
票
の
方
式

第�

十
二
条　

市
民
投
票
を
行
う
者

（
以
下「
投
票
人
」と
い
う
。）は
、

原
子
力
発
電
所
の
設
置
に
賛
成
す

る
と
き
は
投
票
用
紙
の
賛
成
欄
に
、

原
子
力
発
電
所
の
設
置
に
反
対
す

る
と
き
は
投
票
用
紙
の
反
対
欄
に

自
ら
○
の
記
号
を
記
載
し
て
投
票

箱
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

身
体
の
故
障
又
は
文
盲
に
よ
り
、

自
ら
投
票
用
紙
に
○
の
記
号
を
記

載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
投
票
人

は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
投
票
の
効
力
の
決
定

第�

十
三
条　

投
票
の
効
力
の
決
定
に

当
た
っ
て
は
、
次
条
の
規
定
に
反

し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
投

票
し
た
者
の
意
思
が
明
白
で
あ
れ

ば
、
そ
の
投
票
を
有
効
と
す
る
も

の
と
す
る
。

■
無
効
投
票

第�

十
四
条　

市
民
投
票
に
お
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
投
票
は
、
無
効
と
す
る
。

　

一�　

所
定
の
投
票
用
紙
を
用
い
な

い
も
の

　

二�　

○
の
記
号
以
外
の
事
項
を
記

載
し
た
も
の

　

三�　

○
の
記
号
の
ほ
か
、
他
事
を

記
載
し
た
も
の

　

四�　

○
の
記
号
を
投
票
用
紙
の
賛

成
欄
及
び
反
対
欄
の
い
ず
れ
に

も
記
載
し
た
も
の

　

五�　

○
の
記
号
を
投
票
用
紙
の
賛

成
欄
又
は
反
対
欄
の
い
ず
れ
に

記
載
し
た
か
を
確
認
し
難
い
も

の

■
市
民
投
票
の
結
果
の
告
示
等

第�

十
五
条　

市
長
は
、
市
民
投
票
の

結
果
が
判
明
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
こ
れ
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、

市
議
会
議
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

■
投
票
運
動

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と

き
。

２�　

市
長
は
、
原
子
力
発
電
所
の
設

置
に
係
る
事
務
の
執
行
に
当
た
っ

て
は
、
市
民
投
票
の
結
果
、
過
半

数
の
意
思
を
尊
重
す
る
も
の
と
す

る
。

■
市
民
投
票
の
執
行

第�

四
条　

市
民
投
票
は
、
市
長
が
執

行
す
る
も
の
と
す
る
。

■
市
民
投
票
の
期
日

第�

五
条　

市
民
投
票
の
期
日（
以
下

「
投
票
日
」と
い
う
。）は
、
市
長
が

定
め
、
投
票
日
の
九
日
前
ま
で
に

こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

■
投
票
資
格
者

第�

六
条　

市
民
投
票
に
お
け
る
投
票

の
資
格
を
有
す
る
者（
以
下「
投
票

資
格
者
」と
い
う
。）は
、
年
齢
満

二
十
年
以
上
の
日
本
国
籍
を
有
す

る
者
で
引
き
続
き
三
箇
月
以
上
串

間
市
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

■
投
票
資
格
者
名
簿

第�

七
条　

市
長
は
、
投
票
資
格
者
に

つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
設
置
に

関
す
る
市
民
投
票
資
格
者
名
簿

（
以
下「
名
簿
」と
い
う
。）を
作
成

す
る
も
の
と
す
る
。

２�　

名
簿
へ
の
登
録
は
、
公
職
選
挙

法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第�
十
六
条　

市
民
投
票
に
関
す
る
運

動
は
、
買
収
、
供
応
、
脅
迫
等
に

よ
り
市
民
の
自
由
な
意
思
が
拘
束

さ
れ
、
若
し
く
は
不
当
に
干
渉
さ

れ
、
又
は
市
民
の
平
穏
な
生
活
環

境
が
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

■
投
票
及
び
開
票

第�

十
七
条　

市
民
投
票
に
関
す
る
事

務
を
担
任
す
る
た
め
投
票
管
理
者
、

投
票
立
会
人
、
開
票
管
理
者
及
び

開
票
立
会
人
を
置
く
。

２�　

前
項
に
規
定
す
る
者
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支

給
方
法
に
つ
い
て
は
、
串
間
市
特

別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の

報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例（
昭
和
三
十
二
年
串
間
市
条
例

第
二
号
）の
規
定
を
準
用
す
る
も

の
と
す
る
。

■
委
任

第�

十
八
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関

し
、
必
要
な
事
項
は
規
則
で
定
め

る
。

■
附
則

　
（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

　
（
こ
の
条
例
の
失
効
）

２�　

こ
の
条
例
は
、
投
票
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を
経
過
し

た
日
に
そ
の
効
力
を
失
う
。

　「
串
間
市
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
設
置
に
つ
い
て
の
市
民
投
票
に
関
す
る
条
例
」
は
、

串
間
市
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
設
置
に
つ
い
て
、
市
民
の
意
思
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
公
平
か
つ
民
主
的
な
手
続
き
を
確
保
し
、
市
行
政
の
円
滑
な
運
営
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
の
12
月
に
開
催
さ
れ
た
串
間
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
条
例
の
一
部
改
正
が
修
正

の
う
え
可
決
・
制
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
条
例
全
文
を
掲
載
し
ま
す
。

串
間
市
に
お
け
る

原
子
力
発
電
所
設
置
に
つ
い
て
の

市
民
投
票
に
関
す
る
条
例

な
手
続
き
を
確
保
し
、
も
っ
て
市

行
政
の
円
滑
な
運
営
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

■
市
民
投
票

第�

二
条　

前
条
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
、
串
間
市
に
お
け
る
原
子
力

発
電
所
の
設
置
に
対
す
る
賛
否
に

つ
い
て
の
市
民
に
よ
る
投
票（
以

下「
市
民
投
票
」と
い
う
。）を
行
う
。

串
間
市
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
設

置
に
つ
い
て
の
市
民
投
票
に
関
す
る

条
例

■
目
的

第�

一
条　

こ
の
条
例
は
、
串
間
市
に

お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
設
置
に

つ
い
て
、
市
民
の
意
思
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
公
平
か
つ
民
主
的

２�　

市
民
投
票
は
、
市
民
の
自
由
な

意
思
が
反
映
さ
れ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

■
市
民
投
票
の
実
施
と
そ
の
措
置

第�
三
条　

市
民
投
票
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に

実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

電
気
事
業
法（
昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
七
十
号
）第
二
条

Kushima citizen vote

第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
電

気
事
業
者
か
ら
串
間
市
に
対
し
、

原
子
力
発
電
所
の
設
置
に
係
る

建
設
同
意
の
申
請
が
あ
っ
た
と

き
。

　

二�　

市
長
が
、
市
民
投
票
を
実
施
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